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NPO法人福祉住環境ネットワークこうち
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NPO法人福祉住環境ネットワークこうち(愛称:ふくれこ)の活動は､2002年に福祉住環境コーディネーター

を取得した仲間が集まり､住宅改修に関する勉強会の開催や相談窓口を開設したのが始まりですも

私たちは｢住環境｣を住まいだけではなく､暮らすこと､生きること､生活のすべてと広く捉え､現場での問題や

悩みを解決するためには､住宅改修のみでなく他のサービスや情報を合わせて提案していくことが大切だと考え

ています｡そのためには､自分たちの専門'性だけで解決するのではなく､他団体と連携し情報を共有しながら､と

もに解決していくことが必要だと考え､日々活動していま式

住宅改修を行う際のアドバイザーとして､2006年から高知市､2010年から高知県(高知市以外)より委託を受

けて､必要に応じて改修前のプラン提案から改修後のモニタリング､まで取り組んでいま或また､定例勉強会やセ

ミナー､住宅改修に関する出前講座｢ふくれこ出張相談所｣も開催していま式
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◎ふくれこの活動と連携ネットワーク図

全園とのネットワーク
(福祉住環境ネットワーク会議）

医療･福祉

専門職団体
建築士会＝

専門職団体
障害当事者

団体

障害当事者

団体シンクグ､□－バル､アクトローカルの理念に基づき､情報交換している

他団体とのネットワーク
ともに協力し合い､広い視野で"誰もが安心して

暮らせる"ための環境整備を実現していきます。

福祉

NPO団体

行政行政

事業者福祉住環境

コーディネーターの育成

誰もが安心して暮らせるための情報提供･アドバイス

生活者
まちづくり事業への参画 (障害者･高齢者:：
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◎福祉住環境コーディネーターとは

高齢者や障害者に住みやすい住環境を提案する専門職｡医療･福祉･建築について体系的で幅広い知識を身につけ､建築

士やケアマネジヤー等各種専門職と連携をとりながらクライアントに適切な住宅改修う。ランを提示したり､福祉用具や

諸施策情報などについてもアドバイスを行ないます。

NPO法人福祉住環境ネットワークこうち

理事長笹岡和泉

■事務局

〒780－0914高知県高知市宝町30-10

TEL:(088)855-4620FAX:(088)855-4620E-mail:kochi@fukuneko-k.com

URL:http://fukuneko-k.com
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住環境をひとりひとりの状況に合わせて整えることの効果は､出来ないことが出来る

ようになるだけではありません｡自分で出来ることが増えれば自信につながりますb介護者の

負担が軽くなれば家族と笑顔で会話が出来ますb次は外へ出てみよう､一人でやってみよう、

など次への意欲が沸いてきま或住環境整備の本当の目的は､在宅で自分らしく、

生きがいを持って生きるための環境を整えることで式

◎住宅改修をはじめ､在宅で自分らしく

暮らしていくための支援先はいろいろありま壷 住環境整備でお困りの時は、

、

ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
良
い
？
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住宅改修に関する実態調査アンケート(平成23年2月集計）
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ヨニ，

Q1あなたのご職業.取得資格に
ついてお答えください。

（回答数18α

（16人)9％

(12人）

口福祉関係

口建築関係

□その他

日行政関係口医療関係

口福祉住環境コーディネーター

Q4住宅改修の際困っていること・
不満があることはどんなことですか？

（回答数224）

口介護リフォーム経験のない施工業者への説明

口見積り内容(金額)が適切か見極めること
口当事者に最適な改修プランを考えること

口申請書類の作成

口病院･施設側と､在宅側との連携が上手くいかない

口行政担当窓□との連携が上手くいかない

□ その他

Q2関わられた住宅改修で､比較的
多いケースは以下のどれですか？

（回答数181＞

（5人)3％

口要介護1～3(現状より悪化しないため･不便を

解消するための改修）

口要支援1．2レベル(予防を視野に入れた改修）

口要介護4～5(現状を維持するため、

ご本人･介助者の負担を軽減するための改修）

口一般リフォームの一環と感じられる

Q5住宅改修の際ｱドバｲザー の
必要'性を感じたことはありますか？

（回答数163）

（3人)2％（3人)2％

□ある

口積極的に利用したい

（円滑に助成事業が利用できるから）

□ない

口自分(所属団体)で解決出来ているので必要なし

口却って手間を取るので依頼するのをためらう

□その他

Q3u○関わられた住宅改修で､改善の

要望が多かった改修個所はどこですか？

（回答数421）

（25人)6％

ロトイレロ浴室口玄関

口玄関外(アプローチ･勝手□）口廊下口階段

□その他

Q6どのようなｱドバｲザー の役割
があれば活用したいですか？

（回答数270）

（6人)2％

口第三者の目線

口行政から委託を受けた立場で現場訪問

（円滑に改修工事が行われる役割）

口施工業者への説明(図面､見積り､写真の撮り方等）

口当事者･家族への助成制度(助成対象範囲)の説明
口他職種とのつなぎ役

□その他

Q7u〃住環境整備(住宅改修･福祉用具も含む)が上手くいく

ために､必要と思うこと､望むことはどんなことですか？

Q8その他住宅改修について､ｱドバｲザー について
ご意見やご希望がありましたらお書き下さい。

(回答数269）

口参考になる改修事例を多く知りたい

口助成制度の利用法や改修事例を

説明するパンフレットが欲しい

口最新の建築材料･改修方法、

福祉用具の情報を知りたい

口困ったことなどの相談窓口が欲しい

ロアドバイザ‘－の派遣

□一般にも住環境整備の効果を

広く周知してほしい

口他職種との交流勉強会の機会を

増やして欲しい

□そ の 他

●手すりは対応できるが､トイレや浴室等の大改修には意見をききたいと

思うことが多い。

●施工業者も登録制か第三者評価をして公表してほしい。

時間もかかるし金銭トラブルもおきやすい。

●本人にとって良い方法を専門職から当事者や家族に説明したらスムーズに

理解してもらえる。

●申請者に対象工事の説明をするが､施工業者に理解されにくくて苦労~するので

アドバイザーに入っていただいてスムーズにいけばと思う。

●地域包括センター､ケアマネ支援や施工業者の育成のために研修会を

実施したい｡アドバイスや講師依頼等お願いしたい。

●どんな小さな住改､福祉用具にもアドバイザーがほしい。常にアドバイザーと

連携しなければいけない体制にしてもらいたい。

●家族が高齢化しているので今後どこにどうやって相談したらいいか不安。

最初の窓□が分かり易いか､どこからでも入っていけるようになるといいと思う。



(福祉住環境コーディネーター〉

アドバイザーが関わるとこう変わる！
ここではアドバイザーが実際に関わり使いやすくなった事例をご紹介します6

身体状況 要介護1脳梗塞による左上下肢麻痔(四点杖･歩行器併用子

改 修 希望箇所浴室

浴室出入り□､浴槽へのまたぎ段差が大きく､浴槽内も狭いため､入浴は困難。

居室→トイレー→洗面所→浴室の動線上も段差があり､杖歩行では転倒の危険性があった“

家屋状況

当初改修フ・ラン施工業者から､現在の浴槽の深さ57cmから､55rmの深さのユニツトバスヘの

取り替えの改修提案あり。

この事例は右の住宅改修の流れの(^B)からアドバイザーが関わりました。

[初回訪問によるアドバイス等］

○担当する理学療法士､ケアマネジャーの見解をお聞きし､ご本人の身体状況から

「立位で浴槽をまたぐ」ことや｢浴槽内での立ち座り｣が困難であることを動作確認。

●当初のう°ランでは､浴槽の深さが2cmしか浅くなっていないため､ご本人の身体状況を踏まえ、

施工業者に50cmのものを探してもらうよう依頼。

●利用しているデイサービスで､シャワーイス＋浴槽内イスを用いての動作が可能かどうか､確認を依頼。

○トイレ側から浴室への動作上､手すりの追加を提案。

○開き戸の取っ手が開けづらいとのご本人の意向により、レバーハンドルに変更するように提案。

○屋内のご本人の動線上にある敷居段差箇所には､ミニスロープの設置を提案。･･･-…---------‐
、

最終プラン，。［ご本人.ご家族の感想］、｡、
屋内での生活は､移動もスムーズに

なり四点杖を使用して安全に行なえる●ユニットバスヘの改造(浴槽の深さ50cm

ようになりました。
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〆

入浴動作も楽になり､浴槽への出 りも

して

－

改修前

の変更工事を追加●手摺の追加､レバーハンドルへ
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改修前 改修後
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※工事内容が公的な助成制度の対象になるかどうかは自治体によって判断が異なる場合もありますので､ご相談下さい÷



身体状況

改修希望箇所

家屋状況

障害等級1級脳性麻痩(生活｡移動全般に介助が必要）

トイレ

I雷Illこ
1懸灘…

古い木造の民家で屋内外に段差があり、トイレも出入り□､内部ともに狭く・

車椅子での使用は困難。

この事例は右の住宅改修の流れの(※A)からアドバイザ珊一が関わりました。

[初回訪問によるアドバイス等］

○ご本人が使用している車椅子の寸法を確認｡屋内外での動線上で段差箇所、

また有効幅が確保出来ず移動が困難な箇所を確認。

○屋外への出入りは､玄関が段差が多く､狭いため､庭から居間へ直接移動するためのスロープ・設置を提案。

●長期的な利用方法の希望､経済的な事情を考慮し､木製､金属製､コンクリート製､オーダ､－加工などの

製作方法から､木製を提案。

●居間からスロープを利用して出入りする際､サッシ枠の段差を解消するために、

取り外し式のミニスローフ°の加工を施工業者に依頼。

○トイレの出入り□はアコーディオンカーテンを希望されていたが､たたみ幅がある分、

開□が狭くなることを説明し､開口部を拡張する工事を行った上で､引戸を設置することを提案。

また、トイレ内の間仕切り壁を撤去し､便器の向きを変更して､車椅子でも利用しやすいう°ランを提案。

○屋内の動線上の敷居段差については､座位での移動も行なうことからマット敷きを希望されたので、

適切な商品を提案。

最終プラン

●トイレ内の間仕切壁を撤去し1室に改修､開き戸を開口部を拡張して引戸に変更。

●車椅子対応の洋式便器に交換し､手すりを設置。

●敷居段差箇所は､マットを敷き詰めて解消。
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改修前

●屋外に木製のスロープを設置。

改修後

し/[ご本人ご家騰の感想,､1
,'′外出時も車椅子での移動がスムー、、

ズに行なえるようになり､介助者の負／人'こｲ丁なえ命よつ'こなり､介助言の貝:
；担も軽減されました。’

1トイレ内での介助も楽に行なえるようにな

’り$本人が手すりに掴まって立位姿勢を，′
､､、保つなど､自分で出来る動作は自主的，′
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※工事内容が公的な助成制度の対象になるかどうかは自治体によって判断が異なる場合もありますので､ご相談下さい＝
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アドバイ

相談依頼 をどの時点からで

利用することが

●関わる専門職の方と､住環境整備の

必要性や方法をともに考えま或

●助成制度利用についてのアドバイス

を行ないま式

◆ 寺:一

、

現地調査 ※A

●現地へ訪問し､ご本人･関係者などの

立会いの上､家屋状況､身体状況などを

確認し､改修プランを検討しま或(ご本

人が入院中の場合､病院へ訪問しま或〉

号

●すでに決定しているフ･ランについ

て､その内容が当事者にとって適切か

どうかをともに検証しま式
◆ 一

※B

★施工業者に対して､申請のために必

要な見積り作成､図面の書き方などの

アドバイスを行ないま或

●見積り内容や金額についてアドノ￥

イスを行ないま或

号－－‐

号

、
１
ノ

,砧ルー

傍

●う。ランどおりの施工が行なわれて

いるか､不便が解消されているか､使

い勝手が改善されているか､モニタリ

ング､を行ないま或

一
一
‐号

★完了申請・

支給 ★は助成制度を利用の場合

●は一般の住宅改修と助成制度利用との共通事項

~■■ｰ■■■■■■■■■■B■;■､■■■■■画■■■■■■■■＝■■■■■■■再q■ﾛ■ﾛ■■■■■ﾛ■B■ﾛ■■章ﾛ■■■■－－■■■■ﾛ■ﾛ■■－写画一■■ロ■■■■■■B■■■■少



住宅改修を行ぢう際に、

公的制度を活用できる場合があります

（1）介護保険法

要支援､要介護の認定を受けた方が､在宅でより快適な生活を確保するために行う住宅改修については、

支払額の9割(利用限度額20万円)が支給されま或

（2）障害者白行安援法

下肢､体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を

有する方であって､障害等級3級以上の方(但し､特殊便器への取替えをする場合は

上肢機能障害2級以上の方)のために行なう住宅改修については､利用限度額20万円のうち、

支給額の9割(但し税額により変動あり)が支給されま或

〃 で 、 、

（3）高知市住宅改造助成事業

介護保険法の上乗せ事業として利用できま或対象工事上限額45万円のうち､非課税世帯の場合、

助成率2／3課税世帯の場合､助成率1／2となっていま或

（4）高知市重度身体障害(児)者住宅改造助成事業

障害者自立支援法の上乗せ事業として利用できま式対象工事上限額75万円のうち､非課税世帯の場合は

助成率2／3､課税世帯の場合は助成率1／2となっていますb

（5）高知県住宅改造支援事業

高知市以外の市町村の場合､介護保険法･障害者自立支援法の上乗せ事業として利用できま或

対象工事上限額100万円のうち､工事費の2／3の助成率となっています｡市町村により､実施状況が

異なりますのでご確認下さい。

[平成25年3月現在］

0上記のお問合せは､県･各市町村窓口へ ，

上記の制度に該当しない方

●自立判定を受けたが､不便さがあるため住環境整備を考えたも

●退院後の一時的な住環境整備

●転倒予防のために今から住環境整備をしておきたい･･･など
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<NPOふくれこ相談窓□＞

TEL:080-3924-4712FAX:088-855-4620
※電話相談のみ･現地訪問など､状況に応じてご希望にお応えしま式お気軽にご相談ください桑

(現地訪問の際は､費用が発生する場合があります）


